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令和５年第１回上毛町議会定例会会議録 

（４日目） 

招集の場所  上毛町議会議場 

開閉会日時及び宣言 

令和５年３月１６日 午前１０時００分 

─────────────────────────────── 

○応招（不応招）議員及び出席並びに欠席議員 

出席議員（１２名） 

 １番 渡辺哲也  ２番 大石光一  ３番 髙西正人  ４番 岩花寛之 

 ５番 廣﨑誠治  ６番 宮本理一郎  ７番 宮崎昌宗  ８番 峯 新一 

 ９番 三田敏和 １０番 茂呂孝志 １１番 田中唯登志 １２番 荒牧弘敏 

欠席議員（０名） 

─────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条の規定による説明のため出席した者の職氏名 

 町長 坪根秀介・ 副町長 岡﨑 浩・ 教育長 道免 隆 

 会計管理者 堀 三好・ 総務課長 宮吉保男・ 企画開発課長 熊谷豊司 

 税務課長 堀田京介・ 住民課長 円入忠義・ 長寿福祉課長 園田秀秋 

 子ども未来課長 末永浩一・ 産業振興課長 垂水勇治・ 建設課長 堀 綾一 

 教務課長 村上英之・ 総務係長 末吉孝幸 

─────────────────────────────── 

○職務のため本会議に出席した者の職氏名 

 議会事務局長  野添雄二 

 議会事務局   宮野英治 
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○議事日程 

令和５年第１回定例会議事日程（４日目） 

令和５年３月１６日 午前１０時００分 開議 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 議案第 ８号 上毛町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を

改正する条例について 

日程第 ３ 議案第 ９号 上毛町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服

務等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ４ 議案第１０号 上毛町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定につ

いて 

日程第 ５ 議案第１１号 上毛町個人情報保護審査会条例の制定について 

日程第 ６ 議案第１２号 上毛町情報公開条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第１３号 上毛町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第 ８ 議案第１４号 上毛町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第１５号 子ども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関す

る法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につ

いて 

日程第１０ 議案第１６号 上毛町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例等の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第１７号 上毛町社会体育施設条例等の一部を改正する条例につい

て 

日程第１２ 議案第１８号 指定管理者の指定について（上毛町げんきの杜等） 

日程第１３ 議案第１９号 指定管理者の指定について（上毛町大池公園多目的運動

広場） 

日程第１４ 議案第２２号 令和５年度上毛町一般会計予算 

日程第１５ 議案第２３号 令和５年度上毛町国民健康保険特別会計予算 

日程第１６ 議案第２４号 令和５年度上毛町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第１７ 議案第２５号 令和５年度上毛町工業等用地造成事業特別会計予算 

日程第１８ 議案第２６号 令和５年度上毛町農業集落排水事業会計予算 
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日程第１９ 議案第２７号 令和５年度上毛町簡易水道事業会計予算 

日程第２０ 議案第２８号 町道路線の変更について 

日程第２１ 議案第２９号 町道路線の認定について 

日程第２２ 発議第 ２号 上毛町議会の個人情報の保護に関する条例の制定につい

て 

日程第２３ 発議第 ３号 東九州新幹線の早期整備と実現を求める意見書（案） 

日程第２４ 議会運営委員会の閉会中の継続審査・調査の申し出について 

日程第２５ 議会広報特別委員会の閉会中の継続審査・調査の申し出について 
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○ 会 議 の 経 過 （４日目） 

                           開議 午前１０時００分 

○議長（荒牧弘敏君）皆さん、おはようございます。定刻になりました。御起立をお願

いします。 

 一礼して御着席願います。礼。 

 ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しています。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に運営資料を配付しておりますので、御確認ください。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第１、諸般の報告を行います。 

 本日の会議では、３月７日の本会議で各常任委員会に審査を付託した議案について、

各委員長に審査状況の報告をお願いします。委員長の報告が終了した後、報告に対す

る質疑を行い、各委員長の審査状況の報告終了後、討論、採決を行います。 

 なお、各委員長の報告は委員長付託案件をまとめて報告していただきますので、配

付した議事日程とは異なりますが御了承ください。 

 各委員会の審査結果は、審査結果報告書として議長宛てに提出されておりますので、

運営資料の中に写しを添付しております。各委員長の審査状況の報告終了後の討論・

採決は、日程の順に従って行いますので御了承ください。 

 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明員としては、初日に配付した名簿に記載

された各氏の出席を認め、会議に出席いただいております。 

 これで諸般の報告を終わります。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）これより、各常任委員長から委員会に付託した案件の審査状況の

報告を受けます。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第７、議案第１３号、日程第８、議案第１４号、日程第９、

議案第１５号、日程第１０、議案第１６号、日程第１１、議案第１７号、日程第１２、

議案第１８号、日程第１３、議案第１９号、日程第１５、議案第２３号、日程第１６、

議案第２４号、以上９件を議題とします。 

 文教厚生常任委員長の報告を求めます。 
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 峯委員長。 

○文教厚生委員長（峯 新一君）皆さん、おはようございます。文教厚生常任委員会よ

り報告いたします。 

 本委員会は、令和５年３月１３日午前８時５１分開始、午前９時５８分終了であり

ました。 

 では、早速報告させていただきます。 

 令和５年度第１回上毛町議会定例会において本委員会に付託された９議案の審査を

行い、次のとおり決定しましたので、会議規則第７７条の規定により報告いたします。 

 議案第１３号 上毛町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例に

ついては、住民課長より説明をいただき、「吉富町外１町環境衛生事務組組合」を「豊

前市外二町清掃施設組合」に改め、住所を「吉富町大字直江３６１番地」を「豊前市

大字八屋３２２番地２１」に改めるであります。 

 質疑なし。 

 討論なし。 

 全会一致で原案可決。 

 次に、議案第１４号 上毛町国民健康保険条例の一部を改正する条例については、

長寿福祉課長より説明を受け、出産育児一時金を４０万８,０００円から４８万８,０

００円に引き上げ、総額５０万円とするであります。 

 質疑。８万円アップした根拠は。 

 答弁。国の法律が変更したから。 

 討論なし。 

 全会一致で原案可決であります。 

 議案第１５号 子ども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例については、こども未来課長より説明を受け、

上毛町では大きく三つの改正になります。上毛町立保育所条例、２番目に上毛町子ど

も・子育て会議条例、３番目に上毛町特定教育・保育所施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例であります。 

 質疑。分かりやすく、何がどう変わったのか。 

 答弁。厚生労働省から内閣府に移り、厚生労働大臣との協議が要らなくなった。 

 討論なし。 
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 全会一致で原案可決であります。 

 議案第１６号 上毛町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部を改正する条例については、こども未来課長より説明を受けました。安全計

画の策定によるもので、議会の議決を要するためであります。 

 質疑。家庭的保育事業とあるが、本町ではあるのか。 

 答弁。上毛町では、現在まだこの事業はない。 

 質疑。車での送迎は、本町では。また、町からの補助は。 

 答弁。本町では、３保育所ではやっていない。実施しているのは、唐原小学校の放

課後児童クラブで送迎事業をやってもらっていて、委託費の中でどうにかなるのでは

と考えている。 

 討論なし。 

 全会一致で原案可決。 

 議案第１７号 上毛町社会体育施設条例等の一部を改正する条例については、教務

課長より説明を受けました。上毛町健康増進施設を廃止することに伴い、関係条例の

一部を改正する必要があるため、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会

の議決を求めるものであります。 

 質疑。以前の説明では、新体育館が出来上がった後に取り壊すと聞いていたが、３

か月のタイムラグがある。それはなぜか。また、跡地を駐車場に利用すると聞いたが、

それ以外の利用は考えなかったのか。それと、現在、体育館を利用している人や団体

は３か月間どうするのか。 

 答弁。老朽化がとにかくひどく、雨漏りが激しい。また、駐車場がないので、駐車

場として利用したい。体育館を利用している団体については、上毛中学校の体育館を

利用してもらうことになる。 

 討論なし。 

 全会一致で原案可決であります。 

 議案第１８号 指定管理者の指定について（上毛町げんきの杜等）は、教務課長よ

り説明を受けました。社会福祉法人上毛町社会福祉協議会を指定管理者として指定す

るため、第５条の規定により議会の議決を求めるものである。 

 質疑。指定管理料は値上げしたのか。 

 答弁。電気代分だけの値上げであります。 
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 討論なし。 

 全会一致で原案可決です。 

 議案第１９号 指定管理者の指定について（上毛町大池公園多目的運動広場）は、

教務課長より説明を受けました。指定管理者を公益社団法人豊前・上毛シルバー人材

センターに指定するため、第５条の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 質疑。シルバー人材も人手不足だと聞いているが、そのような不安はないか。 

 答弁。常に５人体制で担当してもらっているので心配はない。 

 質疑。草刈りやグラウンド整備などは年何回ぐらいやっているのか。 

 答弁。草刈りはその都度やってもらっている。グラウンド整備においては、ほぼ毎

日やってもらっている。 

 討論なし。 

 全会一致で原案可決であります。 

 議案第２３号 令和５年度上毛町国民健康保険特別会計予算については、長寿福祉

課長及びこども未来課長より説明を受けました。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出そ

れぞれ７億９,９７６万２,０００円と定めるを議題としました。 

 質疑。令和５年度の医療費の見込額は。 

 答弁。令和４年度は３９万７,６２１円で、令和５年度は同額か、少し安くなる見込

みである。 

 質疑。保険証の短期の人は何世帯いるのか。 

 答弁。４３世帯です。 

 質疑。データヘルス計画策定支援業務とはどういったものなのか。 

 答弁。日本人の支援の６割が生活習慣病と言われている。この生活習慣病を予防す

るため、健診だけではなく、データを分析し、健康課題をつくり上げ、問題を改善し

ていくものである。 

 討論なし。 

 全会一致で可決であります。 

 最後に、議案第２４号 令和５年度上毛町後期高齢者医療特別会計予算については、

長寿福祉課長より説明を受けました。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億

４,５８９万４,０００円と定めるを議題としました。 

 質疑。１人当たりの医療費は令和３年度で幾らか。また、県内順位は。 
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 答弁。１人当たり１１３万３,３０８円で、３４番目になる。 

 質疑。滞納者数は何人か。 

 答弁。８人であります。 

 討論なし。 

 全会一致で可決しました。 

 以上で報告を終わります。ありがとうございました。 

○議長（荒牧弘敏君）委員長の報告は終わりました。 

 これから委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）続きまして、日程第２、議案第８号、日程第３、議案第９号、日

程第４、議案第１０号、日程第５、議案第１１号、日程第６、議案第１２号、日程第

１７、議案第２５号、日程第１８、議案第２６号、日程第１９、議案第２７号、日程

第２０、議案第２８号、日程第２１、議案第２９号、日程第２２、発議第２号、日程

第２３、発議第３号、以上１２件を議題とします。 

 総務産業建設常任委員長の報告を求めます。 

 三田委員長。 

○総務産業建設委員長（三田敏和君）皆さん、おはようございます。総務産業建設常任

委員会から報告をいたします。 

 当委員会は、３月１３日、議会中小会議室において、総務産業建設常任委員会６名

と町長以下執行部の出席をもって、午前１０時１０分開会、１１時５３分に閉会され

ました。 

 当委員会に付託された案件は、町長から提出された条例改正等５件、当初予算３件、

その他２件、議員から提出された発議、条例１件、意見書１件の計１２案件です。 

 当委員会に付託された案件の審査を行い、次のとおり決定いたしましたので、会議

規則第４１条の規定に基づき報告をいたします。 

 議案第８号 上毛町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例

について、最初に総務課長に説明を求めました。 

 国家公務員においては、既にフレックスタイム制度の運用が行われているところで
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すが、今回、地方公務員についてもフレックスタイム制の運用を可能とする体制を整

えるよう国から求められていることから、今回、条例改正を行うものです。 

 質疑。フレックスタイムですが、運用は近隣市町の状況を見ながらになると思いま

すが、今時点で必要性を感じていますか。 

 答弁。近年、コロナ禍においてテレワークとか公務員についても働き方改革などが

言われています。する必要があるということは認識しているが、現在の上毛町の職場

の在り方、勤務の状況のありようから考えるとスムーズな導入は難しい。大きな市役

所などに比べるとなかなかやりにくい。 

 質疑。過去の出来事で、フレックスタイムを導入したほうがよいという事例があっ

たかどうか。 

 答弁。保育所については土曜日の保育があるので、保育所については、一部、勤務

状況、業務の状況に応じたフレックスタイムとは言えませんが、そういうことがあろ

うかと思います。一般の職員については、来庁者の方がいるので１時間ずらすという

ことは難しいと思っている。 

 討論。討論なし。 

 採決。全会一致。したがって、議案第８号 上毛町職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例等の一部を改正する条例について、当委員会は全会一致で可決することに決し

ました。 

 議案第９号 上毛町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する

条例の一部を改正する条例について、非常勤消防団員の報酬等の基準が定められ、非

常勤消防団員の報酬を年報酬と出動報酬にすること、団員の階級にある者の年額報酬

は３万６,５００円を標準にすること、また、上位の階級にある者については標準額と

の均衡を図ること、災害に係る出動報酬は１日当たり８,０００円を標準とすること

などになっているとの説明でした。 

 質疑。総務省等から前々から言われていた金額の標準的なものにするのはよいこと

だと思います。報酬の支払いの件で、全国的な問題ですが、団員に直接支払いなさい

との指導があっている。場所によっては団がまとめていたりしている。支払い方法を

どのようにされているか。 

 答弁。今回の改正の中で、国からの通知等により個人に支払うことを強く言われて

いるので、その方向に向けて団の方と協議をしていきたいと思っている。 
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 討論。討論なし。 

 採決。全会一致。したがって、議案第９号 上毛町消防団員の定員、任用、給与、

分限及び懲戒、服務等に関する条例の一部を改正する条例について、当委員会は全会

一致で可決することに決しました。 

 議案第１０号 上毛町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、最初

に企画開発課長に説明を求めました。 

 個人情報の保護等について、民間業者は個人情報保護法で、国は行政機関個人情報

保護法で、独立行政法人等は独立行政法人個人情報保護法で、自治体は個人情報保護

条例で取扱い等が決められていたが、改正により個人情報保護法に全て統合されるこ

とになっています。改正の趣旨としては、個人情報の保護法について、全国的な共通

ルールを法律で制定することにありますとの説明でした。 

 質疑。条例を改正することによって、個人情報の情報の提供の仕方が改正前と改正

後はどのように違うのか。 

 答弁。先ほど説明したとおり、条例で町が定めていたもの、前の条例で定めていた

個人情報の取扱いが、全国共通の個人情報の取扱いの法律にのっとって取り扱う。そ

して、その委任された事項、もしくは許容された事項については条例で定めるという

ことで、取扱いが全国同じ取扱いになるということです。 

 討論。討論なし。 

 採決。起立多数。したがって、議案第１０号 上毛町個人情報の保護に関する法律

施行条例の制定について、当委員会は起立多数で可決することに決しました。 

 議案第１１号 上毛町個人情報保護審査会条例の制定について。最初に企画開発課

長に説明を求めました。 

 これまでは審査会においては、個人情報保護条例と特定個人情報保護条例の中でそ

れぞれ規定していましたが、今回の法律改正により、新たな個人情報保護審査会条例

を制定するものです。また、これまで例外的に許容される個人情報の取得、利用等に

ついては審査会に諮問することとしていましたが、法律改正により、国のガイドライ

ン等により取り扱うことにしており、審査会への諮問の対象から外されていますとの

説明でした。 

 質疑。この審査の設置の必要性ですが、個人情報はいろいろあります。それをファ

イル化して公表して利用したい方を募集すると思うのですが、それについての審査で
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はないのか。 

 答弁。この条例で定めているのは、先ほど言いました請求等で、請求されたのに不

作為があることに関して、本人から不服の申立てがあったら審査をすることのみの審

査会です。 

 討論。討論なし。 

 採決。全会一致。したがって、議案第１１号 上毛町個人情報保護審査会条例の制

定について、当委員会は全会一致で可決することに決しました。 

 議案第１２号 上毛町情報公開条例の一部を改正する条例について、最初に企画開

発課長に説明を求めました。 

 上毛町情報公開条例の一部を改正する条例について、個人情報の保護に関する法律

の改正により、不開示情報について情報公開法の不開示情報と整合性が取られていま

す。そのため、上毛町情報公開条例の不開示情報についても、情報公開法の不開示情

報に準じた改正を行うものです。また、今回の改正とは別に、公文書の開示請求を何

人も請求できるように改正しています。 

 質疑。情報開示請求ですが、何人もできるということですが、例えば企業からとか

団体からあった場合できるということか。 

 答弁。企業であれば、企業の代表者、担当者なり、誰からでもできるということで

す。 

 討論。討論なし。 

 採決。起立多数。したがって、議案第１２号 上毛町情報公開条例の一部を改正す

る条例について、当委員会は起立多数で可決することに決しました。 

 議案第２５号 令和５年度上毛町工業等用地造成事業特別会計予算について、最初

に企画開発課長に説明を求めました。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３３万円と定める。その他の

委託料で、企業誘致支援業務委託料１６５万円を計上している。内容としては、工業

等用地に企業誘致を実現するため、企業への立地意向調査、情報誌等による情報提供、

企業誘致アドバイスなどの企業誘致支援業務を委託する経費ですとの説明でした。 

 質疑。企業誘致支援業務委託料ということで、これはコーディネーター的な支援な

のか、マッチング的な支援なのか。 

 答弁。マッチングというよりもコーディネーター的な支援です。内容としては、１
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万社以上にうちの条件等を調査してもらって、アンケート調査を依頼して、その次の

段階として、そういうのを拾い上げてもらってという話になる。アンケート調査等は、

１万社にアンケートを送って、まず町の部分を知ってもらって、意向があるかという

ことを調査することになる。 

 討論。討論なし。 

 採決。全会一致。したがって、議案第２５号 令和５年度上毛町工業等用地造成事

業特別会計予算について、当委員会は全会一致で可決することに決しました。 

 議案第２６号 令和５年度上毛町農業集落排水事業会計予算について、最初に建設

課長に説明を求めました。 

 令和５年度上毛町農業集落排水事業会計は、接続戸数２７４戸、年間総配水量６万

４,６８０立方メーター、一日平均排水量１７６立方メーター、収益的収入及び支出の

予算額は、農業集落排水事業収益は８,８１６万１,０００円、農業集落排水事業費用

は８,０８８万７,０００円となる。 

 農業集落排水事業の実施状況ですが、接続率は、八ツ並・吉岡地区で７９.１％、土

佐井地区で７８.７％、２地区合わせて７８.９％ですとの説明でした。 

 質疑。汚泥引抜手数料、処理施設維持管理業務委託料はそれぞれ幾らになるか。 

 答弁。汚泥引抜手数料は５４７万８,０００円、処理施設維持管理業務委託料は１,

７４３万８,０００円を計上している。 

 討論。討論なし。 

 採決。全会一致。したがって、議案第２６号 令和５年度上毛町農業集落排水事業

会計予算について、当委員会は全会一致で可決することに決しました。 

 議案第２７号 令和５年度上毛町簡易水道事業会計予算について、最初に建設課長

に説明を求めました。 

 業務の予定量として、給水戸数１,２６４戸、年間総給水量２４万１,９９５立方メ

ートル、一日平均給水量６６３立方メートル、収益的収入及び支出の予算額は、次の

とおりとする。簡易水道事業収益１億３,９８８万５,０００円、簡易水道事業費用１

億２,５６７万１,０００円とする。 

 給水区域内の計画給水人口に対する加入率は、安雲配水池給水区域で８９.９％、原

井配水池給水区域で７５.３％、簡易水道事業全体で８９.４％、前年度より２.１％の

伸びになっている。 
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 総経費１７節委託料に、今後の水道区域拡張計画のための水源地調査委託料として

６５０万円を、建設改良費１７節委託料に原井簡水の排水管の老朽化に伴う排水管布

設替事業実施設計業務委託料として２,２５１万７０００円を計上している。排水管

布設替事業の補助率は１０分の４となっている。 

 質疑。水道水質検査手数料と受水量はそれぞれ幾らか。 

 答弁。基本水量が１日８００トンとなっているので、８００トンで計算すると３,８

６５万円となる。水道水質検査手数料は、上毛簡水で８２万９０００円、原井簡水で

１１９万円となる。 

 質疑。総経費の中で２２ページの委託料の１,４３５万４,０００円の説明の中で、

水源地調査６５０万円との予算ですが、残りの８００万円ぐらいは他の何かの調査を

されるのか。 

 答弁。水源地調査は６５０万円で、他に施設管理委託料、保守点検委託料、水道シ

ステム改修業務委託料、システム更新業務等の委託料がある。 

 討論。討論なし。 

 採決。全会一致。したがって、議案第２７号 令和５年度上毛町簡易水道事業会計

予算について、当委員会は全会一致で可決することに決しました。 

 議案第２８号 町道路線の変更について、最初に建設課長の説明を求めました。 

 ２級路線の下村・野間線、その他路線の五領・楠元線について、令和３年度に施工

した下村・野間線交差点改良工事より、２路線の起点を変更するものです。 

 質疑。質疑なし。 

 討論。討論なし。 

 採決。全会一致。したがって、議案第２８号 町道路線の変更について、当委員会

は全会一致で可決することに決しました。 

 議案第２９号 町道路線の認定について、最初に建設課長に説明を求めました。 

 圃場整備事業により支線農道として整備がなされた農道について、町道その他の路

線、小迫線として認定をお願いするものです。位置としては、大字下唐原の県道吉富

本耶馬溪線から整備がなされた圃場に通じる道路ですとの説明でした。 

 質疑。質疑なし。 

 討論。討論なし。 

 採決。全会一致。したがって、議案第２９号 町道路線の認定について、当委員会



-14- 

は全会一致で可決することに決しました。 

 発議第２号 上毛町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、最初に提

案者に補足説明を求めました。 

 一組等の構成団体の対応について、議案第１０号にあったように基本的には全国統

一の条例のため、内容的には差異がないとの説明を受けているとの説明でした。 

 質疑。質疑なし。 

 討論。討論なし。 

 採決。起立多数。したがって、発議第２号 上毛町議会の個人情報の保護に関する

条例の制定について、当委員会は起立多数で可決することに決しました。 

 発議第３号 東九州新幹線の早期整備と実現を求める意見書（案）、最初に提案者の

補足説明を求めました。特になしということでした。 

 質疑。東海道新幹線、山陽新幹線は公共事業として全額国の責任で設置されました

が、九州新幹線も当然国の責任をもってこの事業を推進すべきと考えるが、提出者は

どのように考えているか。 

 答弁。東海道新幹線ができた時代と当然時代背景も違います。一般的には、県あた

りには多少の負担があるようです。大分県のホームページに掲載していた試算ですが、

最大９０％の地方債で賄うことができる。地方債の元利償還金の５０から７０％は交

付税措置が適用可能となっている。大分県では、実質負担は３３億から４０億円程度。

地方自治体の負担はありませんとの答弁でした。 

 討論。討論なし。 

 採決。起立多数。したがって、発議第３号 東九州新幹線の早期整備と実現を求め

る意見書（案）について、当委員会は起立多数で可決することに決しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（荒牧弘敏君）委員長の報告が終わりました。 

 これから委員長の報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）質疑なしと認め、これで質疑を終わります。ありがとうございま

した。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第１４、議案第２２号、以上１件を議題とします。 
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 予算決算常任委員長の報告を求めます。 

 宮本委員長。 

○予算決算委員長（宮本理一郎君）皆さん、おはようございます。予算決算常任委員会

より審査報告を申し上げます。 

 本委員会に付託された次の案件は、審査の結果、下記のとおり決定いたしましたの

で、会議規則第７７条の規定により御報告申し上げます。 

 付託案件。議案第２２号 令和５年度上毛町一般会計予算。 

 本委員会は、令和５年３月１４日午前８時５３分、委員会を開催し、付託された議

案について、全議員並びに町長、執行部出席の上、関係職員から詳細な説明を受ける

など慎重に審議を行いました。その結果、令和５年度一般会計予算は、賛成多数で原

案を可決すべきものと決定いたしました。 

 主な質疑の内容は以下のとおりでございます。 

 総括質疑に対する説明。 

 質疑。町税が増加している理由は何か。 

 答弁。留保財源を予算化したためでございます。 

 質疑。ワイズスペンディングで始めた事業は、令和４年、令和５年に何がございま

すか。 

 答弁。８月に平和の架け橋事業並びにケア・トランポリン事業の実施をし、国内体

験事業は中止いたしました。 

 質疑。市民体育館の起債はどのようにしているのか。 

 答弁。過疎債で１２年としてございます。 

 質疑。防災ハザードマップよりも河川の整備がまず優先ではございませんか。 

 答弁。県営河川によるハザードマップの改修であり、県への要望のためでもござい

ます。 

 次に、担当課長の説明を求め、質疑を行いました。 

 質疑。自治会長の報酬の平等割について、もっと精査すべきではありませんか。 

 答弁。自治会長の見解にもよりますが、会長会に諮って今後検討いたします。 

 質疑。会議録の復元作成機の導入対象課はどのようになっておりますか。 

 答弁。全課で使っていただく予定であり、議会、委員会も検討いたします。 

 質疑。大池公園灯りの祭典の集客はどの程度ございましたか。 
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 答弁。令和３年のイルミネーション祭りでは１万８,６５８人でございましたが、令

和４年の灯りの祭典では４万５,１４５人が集まり、大変な盛況でございました。 

 質疑。入場者数のカウント方法は。また、令和５年の目標は。 

 答弁。カウンターによって人数の確認チェックをいたしました。令和５年は５万人

の入場を目標にしております。 

 質疑。コモンパーク彩葉の販売残は、今どの程度ございますか。 

 答弁。現在、６区画が残っている状況であります。 

 質疑。旧大平手づくり村のデッキ、パーゴラの撤去の意味合いはどういったところ

でございますか。 

 答弁。芝生を張って、フリースペースにいたします。土砂を搬出して平らにするこ

とでございます。 

 質疑。敬老の集い講演会の増額の理由はどうしてですか。 

 答弁。会場を新体育館に変更したためでございます。 

 質疑。ケア・トランポリンの参加者が減っているが、その実情はどうですか。 

 答弁。令和３年に２０名、令和４年が１４名、そして直近では１０名と、低迷して

いる状況でございます。 

 質疑。通訳機導入の理由とその背景は。 

 答弁。個別訪問時に必要不可欠な機械であり、個人情報の保護のためにも非常に役

立つということでございます。 

 質疑。在宅支援業務で、配食・配達等でのドア・ツー・ドアの考えは持ってござい

ますか。 

 答弁。買物困難者に対して、今後、ドア・ツー・ドアを増やしていきたいと思って

おります。 

 質疑。浄化槽補助金利用状況、あるいは設置状況はどうなっておりますか。 

 答弁。５人槽が２３件、７人槽が１６件、１０人槽が１件、計４０件であり、昨年、

令和４年度は２９基でございましたから、増えてございます。 

 質疑。町内のため池の劣化状況はどうなっていますか。 

 答弁。全体で１０３か所ございますが、５１か所を順次補修し、令和７年度までに

完了予定としております。 

 質疑。指定管理大平楽のお風呂の修繕にはもっと積極的に取り組むべきではござい
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ませんか。 

 答弁。経年劣化で不都合なところが出てきており、優先順位で工事を行っていると

ころでございます。 

 質疑。長寿命化の住宅はどこが対象か。建て替えの計画はあるのか。 

 答弁。全てが対象であり、建て替えの検討中でございます。 

 質疑。戸別受信機の修繕の結果はどうでしたか。 

 答弁。新設が４０台、交換が２０台、計６０台の実績でございます。 

 質疑。ＩＣＴ派遣予定は、週１回では少なく、活用できない状態であります。 

 答弁。各学校に週１回、業者の指導により、令和３年、令和４年と徐々に活用がで

きていると判断しております。 

 以上、質疑・答弁、大変活発なやり取りが行われ、午後３時１６分に閉会終了いた

しました。 

 以上、予算決算常任委員会の報告でございます。 

○議長（荒牧弘敏君）委員長の報告は終わりました。 

 これから委員長に報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）質疑なしと認め、これで質疑を終わります。ありがとうございま

した。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）これから委員会付託案件の討論、採決を行います。 

 日程第２、議案第８号 上毛町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改

正する条例について、これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第８号 上毛町職員の勤務時間、休

暇等に関する条例等の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに

決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第３、議案第９号 上毛町消防団員の定員、任用、給与、分

限及び懲戒、服務等に関する条例の一部を改正する条例について、これから討論を行

います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第９号 上毛町消防団員の定員、任

用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の一部を改正する条例については、原

案どおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第４、議案第１０号 上毛町個人情報の保護に関する法律施

行条例の制定について、これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）私は議案第１０号に反対の立場から討論いたします。 

 自治体が保有する個人情報は、公権力を行使して取得したり、申請、届出に伴い、

義務として提出されたものです。介護、子育て、教育、健康など、自治体が持つ膨大

な住民サービスに関わる情報を特定の個人に識別できないように加工したとはいえ、

個人に関する情報を企業のもうけのために外部に提供することは行政の仕事とは言え
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ません。 

 以上の理由を申し上げて、この議案に反対いたします。 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）他にありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）これで討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（荒牧弘敏君）起立多数。したがって、議案第１０号 上毛町個人情報の保護に

関する法律施行条例の制定については、原案どおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第５、議案第１１号 上毛町個人情報保護審査会条例の制定

について、これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第１１号 上毛町個人情報保護審査

会条例の制定については、原案どおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第６、議案第１２号 上毛町情報公開条例の一部を改正する

条例について、これから討論を行います。 
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 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第１２号 上毛町情報公開条例の一

部を改正する条例については、原案どおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第７、議案第１３号 上毛町廃棄物の処理及び清掃に関する

条例の一部を改正する条例について、これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第１３号 上毛町廃棄物の処理及び

清掃に関する条例の一部を改正する条例については、原案どおり可決することに決し

ました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第８、議案第１４号 上毛町国民健康保険条例の一部を改正

する条例について、これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 
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（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案どおりであります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第１４号 上毛町国民健康保険条例

の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第９、議案第１５号 子ども家庭庁設置法の施行に伴う関係

法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、これ

から討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第１５号 子ども家庭庁設置法の施

行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例に

ついては、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第１０、議案第１６号 上毛町家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について、これから討論を

行います。 
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 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第１６号 上毛町家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例については、原案

のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第１１、議案第１７号 上毛町社会体育施設条例等の一部を

改正する条例について、これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第１７号 上毛町社会体育施設条例

等の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第１２、議案第１８号 指定管理者の指定について（上毛町

げんきの杜等）、これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 
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（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第１８号 指定管理者の指定につい

て（上毛町げんきの杜等）は、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第１３、議案第１９号 指定管理者の指定について（上毛町

大池公園多目的運動広場）、これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第１９号 指定管理者の指定につい

て（上毛町大池公園多目的運動広場）は、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第１４、議案第２２号 令和５年度上毛町一般会計予算、こ

れから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）私は議案第２２号に反対の立場から討論いたします。 
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 新体育館建設の必要性は認めますが、建設に当たって当初の計画を変更し、メイン

アリーナ約９００平米の拡張工事に対し、約９億円増額分の工事費の内訳が示されな

いまま工事を進めています。維持管理費は指定管理費として５,４００万円の予算計

上がされているが、この積算根拠、算出の要因の一つとなる体育館使用料収入の見込

額の提示がされなかったことは、指定管理料に不透明さが残ります。体育協会、加盟

団体が町内の体育施設を使用する場合、これまでどおり無料にすることが明言されず、

有料化の可能性を残しています。 

 ２点目、新型コロナウイルス感染症対策費の中で、国の施策とはいえ、令和５年度

は、昨年度に予算計上されていた１節、３節、７節、１０節、１１節の予算計上と新

型コロナウイルス接種業務委託料の予算整理をされていない。 

 ３点目、給食調理業務委託は、食育という観点から考えると好ましい実施方法であ

りません。 

 以上の理由を申し述べて、この議案に反対いたします。 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

 三田議員。 

○９番（三田敏和君）令和５年度一般会計予算について、賛成の立場から討論いたしま

す。 

 し尿処理受入れ施設が令和５年度より新たな枠組みでスタートしますが、費用増に

より非常に厳しい状況がありますが、今後検討が必要と認識しております。その他を

見れば、伴走型相談支援や出産・子育て交付金事業、産後ケア事業、小学校トイレ洋

式改修事業、ＩＣＴ支援員派遣事業、旧ふるさと手づくり村活用事業、その他継続事

業を含め、町民に寄り添った事業が展開されています。大いに期待される予算だと考

えておりますので、賛成の討論といたします。 

○議長（荒牧弘敏君）反対討論はありませんか。 

 岩花議員。 

○４番（岩花寛之君）私は議案第２２号に反対の立場で討論します。 

 今回の議案には、吉富町外１町環境衛生事務組合の予算１,７０８万３,０００円、

豊前市外二町清掃施設組合１億３,５５７万７,０００円、豊前市し尿前処理施設の起

債負担金１,４３６万７,０００円という形で、今年度と来年度は４,３００万、来年度

以降も３,０００万近くの費用が上がるという予算が上がってきております。 
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 この件は、約６年ほど前から、豊前市のほうから下水道処理方式の提案があり、そ

の後、年額は、皆さんも御存じのとおりですが、これまで私も一般質問や全員協議会

などで何度も御提言させいただきましたが、水道料金、下水道料金、前処理施設起債

負担金については、豊前市に対してと吉富町、上毛町の二つの町のメリットのバラン

スが悪く、納得ができませんでした。 

 先日行われました予算委員会でも、一般的な話として、先行投資に対して後から参

入するものがロイヤリティーを払うというのは理解できますが、それにしても、３自

治体のメリットを比較したときに、譲っていただきたいところでございました。 

 これまで、理事長である坪根町長や住民課長でありました垂水課長、円入課長、そ

の他この関係に関わられた職員の皆さんの御苦労は本当に理解しておりますが、今回

の予算案に、上毛町の議員ももろ手を挙げて賛成しているというふうに豊前市の方に

認識されるのは私は容認ができません。 

 先ほども言いましたが、豊前市の負担金は、今回、５,６００万３,０００円、うち

８割が上下水道料金となっております。吉富町も約３,０００万ですので、２,０００

万円以上の上下水道料金を支払うことになります。年間で二つの自治体で６,０００

万から７,０００万の上下水道料金が豊前市に入ることになります。そうした不平等

な広域連携は将来に対して遺恨を残すと思います。豊前市の皆様にも、ぜひとも自分

のところのメリットだけではなく、他自治体のメリット、デメリットも慎重に考慮し

て御検討をいただきたかったところでした。 

 今後も、上下水道料金を減額することが、上毛町、吉富町だけではなく、豊前市の

住民にとっても長い目で見ればメリットがあるということを提案してまいりたいと思

っております。 

 私自身、組合議員として関わっておりましたし、もっと違うアプローチができたの

ではないかと反省しておりますが、今後の広域連携の在り方に一石を投じる意味でも、

今回の議案に関しては、上毛町の議会議員の立場としては反対したいと思います。 

 以上です。 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

 宮本議員。 

○６番（宮本理一郎君）私は、議案第２２号 令和５年度上毛町一般会計予算、賛成の

立場より討論いたします。 
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 ２０４０年１万人構想は、これから確実な足取りを持って進んでいかなきゃいけな

い。これは公約でございますから、２０４０年という分限が切られている、そこに向

かって町長以下皆さんが一緒になって特に、議会・行政が一緒になって歩かなきゃい

けない。そういう意味において、この予算案を見ますと、執行部が御努力されている、

配慮されているという予算を感じるのでございます。 

 庁舎の屋上改修事業、あるいは旧手づくり村の事業、あるいは空き家改修、定住促

進、あるいは買物困難在宅支援、あるいは多面的機能交付金、いろいろ住民のために、

地域発展のために一つ一つ精魂を込めて予算をつけているということが非常によく分

かります。 

 ですから、我々が、やっぱり皆さんが協力し合って町長の言う２０４０年に向かっ

て少しずつ実績を上げていないと、住民は常に、あんなこと言ったけどさ、少しも変

わってないなと言われるようじゃ困るわけです。ですから、上がった予算に対して、

我々が、執行部、行政、議会挙げて共に努力しながら、同じ足取りで向かっていく必

要があろうかと思うのでございます。 

 今予算にそういった立場から賛成し、今後ともお互いに頑張っていかなければなら

ないということを自覚する予算でございます。 

○議長（荒牧弘敏君）反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

 髙西議員。 

○３番（髙西正人君）私は賛成の立場から討論いたします。 

 コロナ禍での予算編成となっていた令和４年度までなんですけれども、選択と集中

のため、削減すべきところは削減するという努力が見受けられたのですが、アフター

コロナとなる令和５年度につきましても、同様の努力の下に予算編成をされていると

判断しました。 

 また、ＤＸ、福祉、教育、そして広域行政等で進みゆく社会の変化に対応するため

の各種施策は、町民の将来に備え、かつ、本町発展に資するものと判断いたしました。

よって私は賛成いたします。 

○議長（荒牧弘敏君）ほかにありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 
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○議長（荒牧弘敏君）これで討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（荒牧弘敏君）起立多数。したがって、議案第２２号 令和５年度上毛町一般会

計予算は原案のとおり可決することに決しました。 

 ここで暫時休憩をします。１１時１５分から再開しますので、よろしくお願いしま

す。 

                           休憩 午前１１時０６分 

                           再開 午前１１時１５分 

○議長（荒牧弘敏君）それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第１５、議案第２３号 令和５年度上毛町国民健康保険特別

会計予算、これから討論を行います。討論はありますか。 

 反対討論はありませんか。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）私は議案第２３号に反対の立場から討論いたします。 

 国民健康保険に加入しているほとんどの方は、国民健康保険料の負担が重いと言っ

ています。国は、１９８４年まで医療費の４５％を負担していましたが、医療給付費

を５０％として国の負担、医療費の負担割合を引き下げたためであります。国の国民

健康保険の運営の在り方に問題があるので、この議案に反対いたします。 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（荒牧弘敏君）起立多数。したがって、議案第２３号 令和５年度上毛町国民健
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康保険特別会計予算は原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第１６、議案第２４号 令和５年度上毛町後期高齢者医療特

別会計予算、これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）私は議案第２４号に反対の立場から討論いたします。 

 後期高齢者医療保険制度は、７５歳以上の高齢者とそれ以外の高齢者とを切り離し

て差別医療を押しつけるものであるので、この議案に反対いたします。 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（荒牧弘敏君）起立多数。したがって、議案第２４号 令和５年度上毛町後期高

齢者医療特別会計予算は原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第１７、議案第２５号 令和５年度上毛町工業等用地造成事

業特別会計予算、これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 
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○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第２５号 令和５年度上毛町工業等

用地造成事業特別会計は、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第１８、議案第２６号 令和５年度上毛町農業集落排水事業

会計予算、これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第２６号 令和５年度上毛町農業集

落排水事業会計予算は、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第１９、議案第２７号 令和５年度上毛町簡易水道事業会計

予算、これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第２７号 令和５年度上毛町簡易水

道水道事業会計予算は原案のとおり可決することに決しました。 
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─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第２０、議案第２８号 町道路線の変更について、これから

討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第２８号 町道路線の変更について

は、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第２１、議案第２９号 町道路線の認定について、これから

討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、議案第２９号 町道路線の認定について

は、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第２２、発議第２号 上毛町議会の個人情報の保護に関する
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条例の制定について、これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（荒牧弘敏君）全会一致。したがって、発議第２号 上毛町議会の個人情報の保

護に関する条例の制定については、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第２３、発議第３号 東九州新幹線の早期整備と実現を求め

る意見書（案）。 

 これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

 茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）私は発議第３号に反対の立場から討論いたします。 

 新幹線について、私は交通手段の近代化と技術革新の成果であると考えており、国

民の利便性の増進からも、建設そのものに反対するという立場ではありません。新幹

線の建設は日本列島の骨格を形成するもので、東海道、山陽新幹線建設のように、公

共工事として全額国の責任で設置すべきと考えています。 

 これまで九州には、鹿児島ルート、西九州ルートが開業され、両ルートが着工する

前は、新幹線と在来線の両方を運行すると言って工事を進めてきましたが、途中で一

部の路線がＪＲと経営分離され、第三セクターで住民負担が伴う運行となりました。

東九州新幹線は日豊線の一部が第三セクターとして運行される可能性は否定できず、

第三セクターの行きつく先は廃線になります。東九州新幹線整備は１０自治体だけで

協議するのではなく、関係する全ての自治体が参加して協議を進めていくべきだと考

えます。仮に一部でも路線が廃止されれば、鉄道として果たす効果は弱くなります。 
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 以上の理由を述べて、この発議に反対をいたします。 

○議長（荒牧弘敏君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）これで討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（荒牧弘敏君）起立多数。したがって、発議第３号 東九州新幹線の早期整備と

実現を求める意見書（案）は、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第２４、議会運営委員会の閉会中の継続審査・調査の申し出

についてを議題とします。 

 配付した運営資料のとおり、議会運営委員長から、所掌事務のうち、会議規則第７

５条の規定により特定事件の調査事項について、閉会中の継続審査及び調査としたい

旨の申出がありました。 

 お諮りします。 

 委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに御異議はあり

ませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）異議なしと認めます。したがって、委員長から申出のとおり、閉

会中の継続審査及び調査とすることに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）日程第２５、議会広報特別委員会の閉会中の継続審査調査の申し

出についてを議題とします。 

 配付した運営資料のとおり、議会広報特別委員長から、所管事務のうち、会議規則

第７５条の規定により特定事件の調査事項について、閉会中の継続審査及び調査とし

たい旨の申出がありました。 

 お諮りします。 

 委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに御異議ありませ
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んか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（荒牧弘敏君）異議なしと認めます。したがって、委員長から申出のとおり、閉

会中の継続審査及び調査とすることに決定しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（荒牧弘敏君）以上で本日の日程は全て終了しました。 

 これで会議を閉じます。以上をもって令和５年第１回上毛町議会定例会を閉会しま

す。皆さん、お疲れさまでした。 

                           閉会 午前１１時２６分 
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